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'" 

v 

• 

タ
キ
ガ
ハ
ア
リ
ハ
・ル

由細
川
有
且

ヂ
は
子
郎
、

新日
T

と
鰐

L
、
規
矩
↑中川
λ

は
柴
山
と
川
町
し
た
。
天
間

七
年
に
生
ま
れ
、
(
久
有
中
は
掛
川
の
定
祢
御
沙
で
あ
っ

た
。
有
父
若
〈
し
て
釘
訟
を
包
引
安
携
に
似
び
、
遂

に
百
家
の
辿
也
を
傑
っ
て
研
的
主
ら
ざ
る
聞
な
〈
、

自
ら
携
し
て
鋭
矩
統
又
は
前
川
流
と
い
ひ
、
そ
の
門

下
甚
だ
多
〈
、
人
呼
ん
で
開
川
録
曜
と

い
」
に
主
っ

た
。
文
政
一
一
年
父
に
楢
嗣
い
で
株
を
栄
け
、
慌
の
お
加

者
と
な
り
、
諾
臓
に
隠
任

L
、
弘
化
元
年
九
且
十
三

H
M掛
か
に
病
ん
で
残
し
た
。
早
年
五
十
入
。
そ
の
一
唱

す
印
刷
伯
採
術
・
訴
訟
製
法
五
ケ
傑
・
円州法則
加
配山牧師削帥
・

訓昨日出円料法
別
術
開
V

辺
だ
多
か
っ
た
が
、
別
巾
米
作
幻

法
十
八
編
は
、
最
も
的
補
な
も
の
で
、
日
・而
幾
何
・立

問
鎚
何
か
ら
微
続
分
の

一
郎
を
台
む
も
の
で
あ
る
。

有
父
に
六
男
抗
女
あ
っ
た
が
、
長
子
努
以
友
直
は
御

タ
キ
ガ
ハ

讃
川

'M
山
賠
総
口
問
り
山
師
の
御
花
品

が
仰
の
北
に
設
し
、
組
何
川
水
の
山
間
に
陥
ひ
、
総
統

す
る
こ
と
四
粁
許
に
し
て
円
四
丈
瓶
と
な
る
。
凶
ち

九
行
谷
川
の
上
前
で
あ
る
。

瓶
の
不
勧
銀
は
、
接
澄
大
師
の
・作
に
て
邸
験
あ
り。

今
は
揃
村
の
氏
跡
と
成
白
、
枇
有
。
』
と
い
ふ
も
の

は
、
名
に
凶
っ
て
設
を
鉛
し
た
も
の
で
あ
ら
う
。
明

治
巾
に
主
b
、
野
村
を
併
合
し
た
o

h
F
キ
ア
ン
ジ
ツ

斑
篭
量

三
宮
市
胞
に

『
制
従

室
符
泊
云
々
』
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
石
川
初
白
山
(邸

前
名
)
な
る
倣
占
掛
川
附
也
に
制
宮
が
あ
る
か
ら
、
こ

の
徒
室
も
亦
そ
の
地
に
あ
っ
た
の
で
あ
ら
う
。

h
F
キ
イ
シ

瀧
石

刑
制
咋
郎
前
の
栴
停
に
散
布
す

る
石
塊
で
、
隠
川
川
用
と
し
て
臼
況
せ
ら
れ
る
。
貸
出川

の
世
上
に
、
『
揃
村
領
鵡
石
、
先
山中よ
b
m削
石
之
問
。

今
以
柑
守
巾
。』
倍
驚
名
跡
志
に
、『
湖
一
ぬ
と
て
、
唱叫行

の
水
口
聞
の
惜
有
o
石
艇
な
ど
に
よ
き
名
百
也
。
』
と
あ

る。

タ
キ

h
F
キ
ガ
ハ
ラ
ジ
ヨ
ウ

溺
ヶ
原
妓
江
川
山
抑
制
J
叫

に
在
っ
て
、
地
方
人
は
之
を
怨
こ
め
の
械
と
い
ふ。

刊
木
紀
伊
守
が
思
た
と
例
へ
る
が
、
若
L
越
前
の
背

釘
用
者
と
な
り
、
次
子
某
正
直
は
三
好
氏
能
の
義
子

と
な
っ
た
が
早
〈
双

L
、
三
子
普
磁
賀
直
そ
の
後
を

受
け
、
笹
師
範
家
と
群
せ
ら
れ
た
。

h
F
キ
ガ
ハ
ザ
モ
ン

溜
川
左
門

江
沼
芯
萌
に
、

稲
川
左
門
は
能
鷲
侍
従
前
川
和
政
に
仕

へ
て
六
百
石

を
交
け
た
が
、
利
政
の
京
聞
に
隠
遁
の
後
江
招
郡
額

見
村
に
住
み
、
大
坂
匡
仰
の
時
に
は
、
前
悶
利
判
的
に

従
う
て
そ
の
先
手
を
勤
め
、
五
且
七
日
戦
死
し
、
町

子
な
く
し
て
家
断
絶
し
た
。
然
る
に
剛
山
元
利
二
年
小

幅
制
限
河
・
円相
山
山
城
等
間
村
山
慨
地
の
際
、
左
門
の
老

ほ
が
こ
a
h

に
あ
る
を
知
り
、
そ
の
戦
功
を
お
流
し
て

町
田
出
蚊
三
商
品
庄
の
潤
を
抱
じ
た
と
あ
る
。
但
L
加
賀

芯
微
に
は
、
金
剛
作
資
凶
寺
の
大
坂
戦
役
陣
亡
者
の
位

牌
巾
に
、
郡
川
左
門
の
名
が
な
い
こ
と
を
指
惜
別
し
て

駈
る
。hm

キ
ガ
ハ
ト
モ
ナ
ホ

獄
川
友
直

泊
朝
桝
努
縦
、

字
は
子
鈴
。
有
災
の
良
子
。
文
化
十
三
年
間
位
。
御

釘
別
必
の
定
と
な
り
、
矢
の
後
を
撚
ぎ
て
税
短
苧
二

代
と

m
L、
門
生
を
集
め
て

n
mゃ
い
教
授
し
た
。
文

久
二
年
四
十
七
説
を
以
て
浪
。
息
世
間
之
丞
永
級
幼
な

る
を
以
て
、
=
一
好
例
商
代
り
て
附
簡
を
勤
め
た
。

生
キ
ガ
ハ
一
7

濡
ヶ

原

江
川
山
端
那
谷
谷
に
臨
す

る
招
訴
。
江
泊
中
U

稲
に
、
制
タ
阪
は
来
日
・悶
句
牧
・

市
谷
・=一ヲ谷
・担
分
・
下
の
七
柑
印
税
の
惣
都
で
あ
る
と

L
、
村
名
は
揃
が
あ
る
に
よ
る
と

い
う
て
ゐ
る
o
塩

分
は
今
回
開
し
て
存
せ
ぬ
。

h
F
キ
ガ
ハ
ラ
イ
シ

溺
ヶ
原
石

江

桐
山
部
翻
?
原
に

産
す
る
石
材
。
石
英
飢
而
器
、
民
凝
灰
岩
で
、
決
白
色

石
器
巾
に
緑
泥
石
似
の
礁
を
混
ず
る
制
問
と
し
、
貨

は
間
い
。

木
一
短
の
こ
と
な
ら
ば
誤
謬
で
あ

る

。

き

は
鑑
織
の
筈
を
見
る
こ
と
が
庇
で
あ
っ
た
。
依
つ

タ
キ
ガ
ハ
ラ
ダ
キ

穏
ヶ
原

漉

江

沼
郡
翻
γ

原
の
一
て
大
一
止
九
年
十
一
且
か
ら
漁
港
の
工
邸
を
起
し
、
昭

内
下
村
に
あ
る
。
江
沼
志
稲
に
、
谷
川
を
源
と
す
る
一
利
五
年
十
且
に
一
た
び
敏
成
し
た
。

も
の
で
高
さ

一
丈
詐
り
。

こ
の
湖
あ
る
が
放
の
品
名
一

生
キ
ザ
カ

海
抜

鳳
奈
川
仁
行
か
ら
市
，
棋
の畑山

で

あ

ら

う

と

あ

る

。

一

釈

に

京

る

聞

の

坂

路

。

h
F
キ
ガ
ハ
リ
ュ
ウ
サ
ン
ガ
ク

滴
川
涜
算
畢

前
一

生
キ
ザ
キ

灘

崎

羽

咋
郡
湖
の
帥
o
或
は
湘
の

川
有
父
の
附
〈
断
。
有
父
は
も
と
三
池
流
宮
升
安
虫
干

一
商
加
と
も
い
ふ
。
そ
の
紳
で
加
へ
る
蜘
を
澗
納
と
い

か
ら
問
中
を
僻
へ
た
が
、
自
家
の
研
鈴
に
よ
っ
て
迭
に

一
ひ
、
美
味
を
以
て
釘
翫
せ
ら
れ
る
。

一
波
を
初
め
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
有
災
の
長

一

生
キ
ザ
ハ
キ
ン
エ
モ
ン

議
運
金
右
衛
門

J
J
A

子
友
直
・三
子
賀
直
之
を
笥
ひ
、
刑
し
て
友
直
と
質

一
ホ

ェ
Y
キ
Y
エ
モ

y

大
間
金
右
術
門
。

直
と
は
之
を
関
口
聞
に
僻

へ

た

。

一

生
ギ
シ
田
岸

鹿
島
郡
煎
木
院
に
印刷
す
る
邸
前
。

h
F
キ
ギ
グ
ラ
薪
一
際
涯
賃
の
金
抑
制
に
、
殿
町
一
久
隣
加
夫
郡
阿
良
加
志
比
古
利
枇
減
点
邸
三
年
の
'M

の
内
諮
問
櫨
佐
邸
の
向
か
う
に
御
薪
絞
と
あ
る
。
爺
一
祭
紋
に
、
『
多
気
芯
一
宇
・久
吉
一
宇
・小
在
家
附
末
』

L
掛
川
初
に
は
城
内
新
，
丸
に
薪
炭
を
貯
脱
し
た
が
、

一
と
あ
る
多
気
芯
は
、
後
に

い
ふ
削
餅
で
あ
ら
う
。

そ
の
後
こ
L
A

に
郭
じ
た
も
の
と
見
え
る
。
殿
町
薪
妓
一

主
キ
ジ
ヨ
ウ

瀧
披
江
川
山
部
四
十
九
院
に
在
つ

の
泊
地
は
前

m式
部
の
邸
と
な
っ
た
が
、
そ
の
式
郁

一
た
o
加
賀
古
跡
考
に
、
四
十
九
院
村
川
一
州
の
に
在
る

に
協
は
っ
た
時
代
は
明
ら
か
で
な
い
。

一
と
記
さ
れ
る
。

h
F
キ
ギ
ノ
マ
ル
薪
ノ
丸

金
概
城
本
丸
附
段
と
一

生
キ
ジ
リ

瀦
尻

臨
応
叩
龍
加
の
う
ち
の
小
字
。

玉
栄
院
丸
と
の
間
の
山
輪
で
、
そ
の
地
甚
だ
低
い
。

一

生
キ
ダ
ニ

溜
谷
羽
咋
制

H
川
保
に
凶
す
る
部

有
持
武
点
の
金
祖
師
細
見
倒
糾
に
、
昔
前
川
利
慌
の
室
一
孫
。
能
競
名
跡
志
に
、『
櫛
谷
村
は
一
村
残
ら
ず
法
車

交
徳
院
夫
人
が
本
丸
に
防
た
時
、
そ
の
用
に
供
す
る

一
宗
に
て
、
川
妙
成
寺
の
寺
摘
な
り
o
芝
却
下利
よ
り
十

薪
炭
を
貯
へ
た
市
山
で
あ
る
と
い
ひ
、
越
驚
到
三
州
芯
一
町
除
。
山
手
へ
入
込
な
。。
』
と
あ
る
。
凶
に
貞
利
五

の
来
凶
概
覚
附
録
に
殺
せ
る
訟
も
之
と
同
じ
い
。

一
年
四
刃
サ
八
日
平
正
初
判
明
町
に
、『
柏
崎
被
志
良
川
村
川

生
キ
ギ
/
マ
ル
ド
ゾ
ウ

薪
ノ
丸
土
策

金

隷

城

一一昨
付
堺
一
所
四
イ
五
東
苅
前
谷
口
』
と
あ
る
を
、
こ

内
に
薪

J

丸
御
土
磁
と

群
す
る
も
の
三
郎
あ
っ
て
、

一
の
菰
谷
の
初
見
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ

滞
俣
の
軍
部

・
霊
貨
を
納
め
で
あ
っ
た
が
、
様
相
研
俊
一
れ
は
地
理
を
失
す
る
。

凡

べ

て

政

却

せ

ら

れ

た

。

一

生
キ
ダ
-
一

斑
谷

岡
京
別
別
枇
印
刷
と
一
柏
原
山
と

生
キ
コ
ウ

溜
港

用
制
咋
部
一
，
宮
村
に
在
っ
て
、
一
の
聞
に
在
る
谷
。

北
方
前
前
に
限
ら
れ
、
商
問
に
向
か
う
て
聞
倣
す
る
。

一

生
キ
ダ
エ
カ
ハ

溜
谷
川

市
制
咋
郡
上
中
山
に
狐

水
深
は
少
い
が
、
海
底
暗
磁
な
く
、
防
舶
の
出
入
容

一
を
渡
L
、
併
問
川
を
合
は
せ
て
揃
谷
を
泊
ぎ
、
柴一凪

易
で
あ
っ
た
。
こ
の
附
近
は
議
日
本
印刷
有
の
川
副
部
恒

一
の
北
白
か
ら
裕
に
注
ぐ
。
統
制
四
粁
叫
川。

で
あ
る
が
、
避
錐
継
を
有
し
な
い
岱
、

m
mに
従
事
一

生
キ
ダ
Z

ジ

瀦
谷
寺

羽
咋
郡
妙
成
寺
の
一
布
。

す
る
こ
と
附
錐
な
る
の
み
な
ら
ず
、
風
抽
出
に
氾
ふ
と
一
妙
成
寺
縦
限
延
六
年
配

Z
・間
十
六
年
十
二
且
提
出
・

五

一

薗圃


